
医師の働き方改革：順調に進んでいますか 

～C-2水準申請についてのお知らせ～ 

  

2024年 4月より、いよいよ 医師に対する労働基本法の法規制が実施されます。 

各医療機関で準備をすすめていることと存じます。小児心臓血管外科および小児循環器領域

では、「C-2 水準の対象技能となりえる技能」（一定レベル以上の修練が必要な技能で専門医取得

段階ではそのレベルまで到達することが困難な技能）に該当する施設（資料１）がある一定以上存

在すると考えられます。厚労省としては、新生児領域・循環器内科領域も同様に考えられています。 

 

厚労省によるとC-2水準の第 1回申請は締め切られましたが、申請はかなり少ない状況でした。

C-2 水準で技能研修を希望する医師が申請をした場合、受け入れ側の病院の施設認定がないと 

受け入れができないそうです。某大学は連携B水準としたが、1名C2水準を希望した医師があり、

急遽 C2水準の申請を追加したという経緯があります。病院での技能研修で C2を希望する医師が

申請したら、その病院は受け入れられるよう準備をしなければならないと 厚労省からの説明でした。 

 

C-2水準の時間外上限は変化しうるが、Ｂ水準とは違って当分なくなることはないそうです。申請

の実態がない場合には 将来的にも必要ない領域 と判断されるだろう とのことです。 

 

C-2水準は都道附県からの「特例水準対象医療機関の指定」に加えて、厚生労働省からの委託

された審査組織による 医療機関の個別審査での承認の準備も必要です。 

第 2回の C-2水準申請は 非公式ですが、4－6月の予定のようです。 

厚労省では、医師の働き方改革 C2審査・申請ナビ https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/ 

で、わかりやすく詳細に案内しています（資料１・２）。また、C-2 水準対象医療機関申請書 記入

例が示されており、（新生児・ロボット支援肝臓外科手術・循環器内科・胆膵内視鏡・小児循環器）

参考になると思われます（資料２）。また、研修する医師が提出する技能研修計画の申請書 記入

例も 参考のため抜粋しました（循環器内科・小児肝移植・脳外科）（資料３）。 

 

 7 月に横浜で開催される 第 59 回日本小児循環器学会学術集会 働き方改革セッションでは、

厚労省医政局の藤川葵先生をお招きして C-2水準に関する講演を依頼しています。 

しかし 7 月からの準備では 2024 年 4 月に間に合わないかもしれず、第 2 回申請の時期に合わ

せてのお知らせとなりました。会員のみなさま、よろしくご検討ください。 

 

2023年 4月 10日 

                              日本小児循環器学会 働き方改革委員会                                                

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/


厚労省からの資料を以下に示します。 

資料１ 

 

 



Q＆A抜粋： 

 

● 医療機関は、Ｃ-２水準の医療機関申請書は診療科ごとに作成すればよいのですか。 

指定を希望するＣ-２水準の対象分野毎になります。例えば、小児科分野、外科分野、産婦人

科分野、脳神経外科分野で、Ｃ-２水準の指定を希望する場合は、これら４つの分野の医療機

関申請書を作成し、審査を受ける必要があります。 

● 医療機関は、Ｃ-２水準適用予定医師が未定でも、医療機関申請書を作成してもよいですか。 

Ｃ-２水準の指定を希望する分野におけるＣ-２水準適用医師が未定の場合でも、医療機関の

教育研修環境の審査を受けることができますので、医療機関申請書の作成をお願いします。 

● 医療機関申請書は毎年作成が必要ですか。 

対象分野の医療機関申請書が承認されていれば、毎年作成いただく必要はありません。 

なお、都道府県によるＣ-２水準の指定を更新する場合は、再度その分野における医療機関の

教育研修環境の審査を受ける必要があります。Ｃ-２水準の指定の有効期限（３年）を迎える前

には、指定更新の必要性と、再受審についてご検討ください。 

● 医療機関申請書の審査結果の有効期限はありますか。 

審査結果の有効期間は承認日から３年間です。 

● 令和６年４月時点でＣ-２水準を適用する医師が現時点で未定の場合でも、医療機関はＣ-２水

準の指定を受けることはできますか。 

都道府県への指定申請時点で、Ｃ-２水準を適用する医師が未定であっても、医療機関の

教育研修環境に関する審査の結果を得ていれば、Ｃ-２水準の指定を受けることは可能です 

● 医療機関勤務環境評価センターの評価受審時に、Ｃ-２水準適用予定の医師が未定の場合

は、医師労働時間短縮計画にはＣ-２水準医師についての記載は行わなくてもよいですか。 

医師労働時間短縮計画（時短計画）の作成にあたり、労働時間数の前年度実績及び年度

目標は、当該計画の作成時点における労働実績に基づいて記載する必要があります。 

これについて、計画段階で、特定の水準を適用する予定の医師が存在しない場合には、その

水準に該当する医師の労働時間数（前年度実績及び年度目標）の記載は原則不要です。 

ただし、今後医師の発意の下に技能研修計画が作成されることにより、Ｃ-２水準の適用が想

定されるような医師がその医療機関にすでに存在する場合には、当該医師の労働実績に基づ

き、Ｃ-２水準適用予定として時短計画に労働時間数の前年度実績及び年度目標を記載する

必要があります。 

 

 

 

 



資料２ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


